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平成３０年度鳥取県環境審議会（第１回） 

                  日 時  平成３０年１１月６日（火） 

                       １４：００～１６：００ 

                  場 所  バードステイホテル ７階 銀河の間 

 

○池山課長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまより平成３０年第１回鳥取

県環境審議会を開催させていただきます。 

 開会に先立ちまして、松村会長より御挨拶をお願いいたします。 

○松村会長 この環境審議会の会長を仰せつかっております松村でございます。本日はお

忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございました。 

 この環境審議会ですが、昨年の１月に開催してからそのまましばらく間をあいておりま

したが、今回また新たに平成３０年度の第１回として開催させていただくことになりまし

たので、よろしくお願いいたします。 

 きょうの環境審議会ですが、４つの諮問事項を県からいただいております。１つは、次

期環境基本計画の実行計画、続きまして、鳥取県の次期地球温暖化対策計画、それから鳥

取県の次期廃棄物処理計画、そして第７期の中海に係る湖沼水質保全計画ということにつ

いて、本審議会に諮問がございましたので、これを受けて開催させていただきますので、

皆様の御協力よろしくお願いいたします。 

○池山課長補佐 ありがとうございました。 

 続きまして、事務局を代表いたしまして、鳥取県生活環境部部長の酒嶋より一言御挨拶

申し上げます。 

○酒嶋部長 皆さん、こんにちは。県の生活環境部長の酒嶋と申します。よろしくお願い

をいたします。本日は御多忙のところ、当審議会に御出席をいただきまして感謝申し上げ

たいと思います。 

 先ほど会長のほうからもございましたけれども、この審議会の全体会は昨年の１月以降

開かれておりませんでして、非常に久しぶりになります。私が部長を拝命しましたのが昨

年の５月でしたので、私自身も初めてということになります。ただ、以前、９年ぐらい前

ですか、１０年近く前にやはりこの環境の部局におりまして、たしか一番最初のころ、き

ょう温暖化対策計画というのを諮問させていただきますけれども、一番最初の温暖化対策

計画の諮問をさせていただいた、当時室長でおりましたが、覚えがございます。非常に久
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しぶりの審議会ということで、楽しみにさせていただいております。 

 本日は、先ほど会長のほうからもございましたけれども、４つの案件につきまして諮問

をさせていただくほか、各部会での、既に部会は開かれておりますけれども、議決事項で

ありますとか、水環境、それから大気環境の調査結果等について報告をさせていただきた

いと思います。資料も非常に分厚くて、盛りだくさんな内容になっておりますけれども、

忌憚のない御意見、闊達な議論をいただきますようお願いをして、挨拶とさせていただき

ます。本日はよろしくお願いをいたします。 

○池山課長補佐 ありがとうございました。 

 続きまして、本日お配りしております資料の確認をお願いいたします。次第、配席表の

ほか、資料１から７までございます。お手元の資料のほうを御確認ください。資料のほう

の不足はございませんでしたでしょうか。 

 それでは、本日の出席委員数は、委員数３０名中、岸本委員が御欠席と田倉委員がまだ

お見えになっていないようですので、１９名ということでございます。鳥取県環境保全及

び創造に関する基本条例第３２条第２項に定めます審議会の定足数である半数以上を満た

していることを御報告いたします。 

 なお、要約筆記の方から、御発言の前にお名前を言っていただくようにというようなこ

とがありましたので、御報告させていただきます。 

 それでは、今後の進行は松村会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○松村会長 それでは、環境審議会の審議事項に入りたいと思います。 

 まず、お手元の議事次第をごらんください。議事次第に記載のとおり、まず第１番目の

審議事項として、鳥取県環境審議会運営要領の改正についてというのがあって、資料１で

ございます。これについて、事務局から御説明をお願いいたします。 

○若松課長 環境立県推進課長を拝命しております若松でございます。 

 それでは、資料１をごらんいただきたいと思います。おはぐりいただきまして、鳥取県

環境審議会運営要領の改正についてということで御説明申し上げます。この平成３０年４

月の県の機構改革に伴いまして、従前、水・大気環境課におきまして、大気に関する事務

を行っておりました。この業務が大気、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン等に関する業務

が当課、環境立県推進課に移管されました。これに伴いまして、水・大気環境課の名称が、

水環境保全課に変わったところでございます。新旧対照表のところに記載しておりますよ

うに、第８条のところの課名を変更するものでございます。 
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 なお、下のほうに各部会の担当課ということで、参考に添付しているところでございま

すが、大気・水質部会に、従前は水・大気環境課のみでしたが、環境立県推進課が新たに

加わることになります。以上でございます。 

○松村会長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から御説明がありましたとおり、県の組織改正に伴う形式的な改正だと

いうことですので、資料１の中にもありますように、この２ページの改正案ですが、最後

の第８条のところに、以前の部署から水環境保全課へと修正しただけでございます。とい

うことで、特に議論の必要もないかと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。では、本日付で、案のとおりの運営要領を改正することとさせ

ていただきます。 

 続いて、議事の２、諮問事項でございます。議事次第にもありますように、また先ほど

申し上げましたように、諮問案件が４件ございます。諮問案件、これが、まず最初に次期

鳥取県環境基本計画実行計画についてと、それから次期鳥取県地球温暖化対策計画、これ

を続けて、事務局から説明をお願いいたします。 

○若松課長 改めまして、環境立県推進課長の若松から説明を申し上げたいと思います。 

 資料２をごらんいただきたいと思います。おはぐりいただきまして、諮問というところ

で、２ページをごらんいただきたいと思います。鳥取県におきましては、鳥取県環境の保

全及び創造に関する基本条例、これを制定しておりまして、この条例の規定に基づきまし

て、環境基本計画を定めているところでございます。現在、平成２３年から平成３２年ま

での１０カ年の第２次環境基本計画の期間中でございます。環境基本計画におきましては、

大きな方向性を示しているものでございまして、これを実行するための具体の実行計画、

具体的な施策や数値目標を掲げた実行計画をとっとり環境イニシアティブプランというこ

とで定めているところでございます。現在、平成２７年に第２期とっとり環境イニシアテ

ィブプランを定めており、平成３０年、本年度が最終年度になるところでございます。つ

きましては、平成３１年度、来年度以降の実行計画を策定にするに当たり、審議をお願い

したいというものでございます。 

 ３ページをごらんいただきたいと思います。先ほど簡単に御説明申し上げましたが、現

計画ということで、第２次の鳥取県環境基本計画、平成２３年度からの１０カ年計画の今、

途中でございます。これの実行計画、第２期とっとり環境イニシアティブプラン、これが

実行計画になります。これが平成２７年度から平成３０年度までの４カ年の計画になって
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おります。この環境イニシアティブプランを改正するための御審議をお願いするものでご

ざいます。 

 位置づけ等につきましては、２番に掲げておりますが、条例の第９条に基づきまして、

県は環境基本計画を定めることが規定されているところでございます。あわせまして、そ

の環境基本計画ですが、（２）番のところに書いておりますが、理念部分の基本計画と具

体的な施策、数値目標を掲げた実行計画に分離しているところでございます。下のほうに

棒グラフのような形で年表を掲げているところでございますが、国は今、第５次環境基本

計画の期間中でございますが、鳥取県におきましては、平成１１年に環境基本計画を定め

て以来、鳥取県環境基本計画、平成１７年から２２年度までの６カ年の計画、また第２次

鳥取県環境基本計画として、平成２３年度から３２年度までの１０カ年計画を定めている

ところでございます。途中分かれまして、下段になっているのが具体的な行動計画、従前

はアクションプログラム、もしくは次世代プログラムという形で呼んでいたものでござい

ますが、現在の環境基本計画の時期になりましてからは、とっとり環境イニシアティブプ

ランという形で、４カ年の実行計画を定めているところでございます。平成３０年度がこ

の第２期の終期になるわけでございますが、環境基本計画は実はまだ２年残っておりまし

て、従前４カ年の計画という形で定めてまいりましたが、２年ほどちょっと余ってしまう

ような、今状況になっているところでございます。 

 環境イニシアティブプランにつきましては、その概要版を１５ページ以降に添付してい

るところでございますが、エネルギーシフト、環境実践の展開、循環社会、安全・安心、

自然共生、景観・快適さの６つの大きな柱をもとに、それぞれ具体な取り組み、数値目標

を掲げているところでございます。 

 ５ページをごらんいただきたいと思います。現在の第２期とっとり環境イニシアティブ

プランの現在の進捗状況、昨年度末の数値が主になるところでございますが、これをそれ

ぞれプランの策定前、プランの目標、間に昨年度、平成２９年度末の実績を掲げておりま

す。エネルギーシフトにつきましては、再生可能エネルギーの導入、イニシアティブプラ

ンでは９２万キロワットを目標として掲げておりましたが、昨年度末、９５万５，０００

キロワットと書いているところがございますが、これは速報値でございまして、最新の確

定数値でいきますと９６万キロワットまで導入が進んでいるものでございます。これは県

内の一般電気自給率としては３６％という形で、一般家庭の電気の使用量をカバーできる

水準まで上がってきているところでございます。 



－5－ 

 続きまして、環境実践の展開という大きな目標を掲げているところでございますが、Ｔ

ＥＡＳの認定数及びエコクラブの登録者数と、ちょっと伸び悩み傾向の部分がございます。

また、エネルギーの使用量につきましては、暖冬及び厳しい冬の寒さが昨年、一昨年続い

たということで、増加傾向となっているところでございます。 

 環境負荷の低減という形で社会経済システムの実現ということで掲げておりますが、一

般廃棄物の排出量につきましては、増加傾向ではあるものの、全体としてはほぼ横ばいに

なっているところでございます。一般廃棄物のリサイクル率につきましては３０．６％と、

目標までわずか届いていないところでございますが、リサイクル率は全国３位にまで上が

ってきている状況になっているところでございます。また、産業廃棄物の排出量につきま

しては、目標を達成している数値ではあるところでございますが、中部地震の影響等によ

り、その前の平成２７年度と比べると若干増加傾向であるところでございます。 

 おはぐりいただきまして、６ページのほうでございますが、３大湖沼の水質につきまし

て、ＣＯＤの値でございますが、既に目標を達成しているところもございますし、達成し

てないところもございますが、全体としては水質は改善傾向の状況にあるところでござい

ます。という形で、それぞれ数値としては成果が出ているもの、出ていないものがござい

ますが、今段階、昨年度末の状況という形でございます。 

 お戻りいただきまして、４ページをごらんいただきたいと思います。次期計画の策定ス

ケジュール（案）という形で、３番に記載しております。１１月、本審議会の開催、諮問

した後、年末もしくは年明け早々にでも企画政策部会のほうを開催させていただき、基本

骨子の検討を開始したいと思います。年度末、平成３１年３月にこのプランの実績数値を

集計し、改めて部会等で議論を行った後、パブリックコメントを行い、さらに部会の会議、

審議会の答申等を受けまして、秋以降になろうかと思いますが、次期計画策定の公表を行

うスケジュールで考えているところでございます。 

 私のほうからは以上です。 

○松本室長 続きまして、環境立県推進課次世代エネルギー推進室長の松本と申します。 

 諮問案件２番目、次期鳥取県地球温暖化対策計画につきまして御説明をいたします。資

料３の１ページをお願いいたします。鳥取県地球温暖化対策条例第５条第１項の規定に基

づき、鳥取県地球温暖化対策計画について、同条例第５条の規定により貴審議会の意見を

求めますとして、諮問させていただいております。 

 次の２ページの諮問理由でございますが、鳥取県地球温暖化対策条例を設け、国の地球
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温暖化対策計画を勘案しながら、県として地球温暖化対策計画を策定して地球温暖化対策

を推進しているところでございます。地球温暖化の問題は世界的に平均気温の上昇ですと

か、氷、雪の融解、海面水位の上昇が観測されまして、日本におきましても平均気温の上

昇、大雨、台風による被害、農作物や生態系への影響が観測されております。地球温暖化

を防止するためには大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることが求められていると

ころでございまして、現在、国では２０３０年度までに２０１３年度比２６％減、２０５

０年度までに同８０％減を掲げまして地球温暖化対策計画を推進しまして、地方公共団体

に対し同等以上の取り組みを推進することを求めているというところでございます。この

ような中、現在進めております鳥取県の地球温暖化対策計画が今年度を終期としておりま

す。引き続きこれら同等以上の取り組みを推進する新たな計画を策定する必要があるとい

うことで、本審議会の意見を伺うものでありますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、３ページでございますけれども、鳥取県地球温暖化対策計画の策定についてとし

まして、現計画が平成２７年度から本年度までの４年間、本県の温室効果ガス排出の抑制

等のための計画としております。 

 ２のこの計画の位置づけでございますが、鳥取県地球温暖化対策計画は、地球温暖化対

策推進法に地方公共団体はその区域の温暖化に係る施策、目標等を定めることとしまして、

実行計画を定めるように規定がなされております。また、鳥取県地球温暖化防止条例にお

いても対策計画を定めるように規定があるところでございまして、これらの規定に基づき

計画を定めるものであります。ただ、前段で諮問させていただきました鳥取県環境基本計

画の実行計画にこの温暖化対策の温室効果ガス排出抑制の目標などをあわせて定めること

にしておりまして、前段で諮問しました次期鳥取県環境基本計画の実行計画の内容の一つ

として位置づけることとさせていただいているところでございます。これまではそういう

やり方をしておりましたけれども、今後、この実行計画の一部とするのか、または単独の

計画とするのかは、また今後部会等でいろいろ御審議いただければというふうに思ってお

ります。また、そのほかとしまして、鳥取県も地方公共団体とはいえ、一つの事業所とし

て、みずから事務事業に関しまして、温室効果ガス排出抑制のための取り組みも定めるよ

うに規定が出されているものでありまして、そちらに記載しております「環境にやさしい

県庁率先行動計画」というものも別途定めておりまして、県として取り組んでいることを

御承知いただければというふうに思います。 

 ３の計画で定める事項としまして、計画の期間ですとか実行計画の目標、実施しようと
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する措置の内容等を定めるようになっているところでございます。 

 ４のスケジュール（案）でございますけれども、さき方御説明しましたように、次期鳥

取県環境基本計画の実行計画の一部に含めるか、また単独計画とするのかによって、状況

等違ってくるかと思いますけれども、一般的には、本日環境審議会に諮問させていただい

た後に、年明けぐらいに同様の骨子などを部会のほうに提示させていただきまして、御意

見をお聞きしながら、同じようなスケジュールで、来年の８月以降に策定できたらという

ふうに考えているとこでございます。 

 次に、４ページの資料でございます。鳥取県温室効果ガス排出量ということで、一番下

の表を見ていただきますと、縦の区分におきまして、エネルギー起源温室効果ガス、これ

は家庭とか事業所、運輸部門から電気、ガス、ガソリン、灯油などが出るガスでございま

す。その下に、非エネルギー起源温室効果ガス、これは廃棄物の焼却ですとか、農業や家

畜排せつ物などが出るガスでございます。次のその下に再生可能エネルギー、これは太陽

光、風力、水力、バイオマス発電などの導入、その下に森林による吸収量を記載し、横の

ほうに基準値と、次に２０１４年度から２０１７年度までの値、最後の２つが２０１８年

度と２０３０年度の目標値というのを記載しております。右から３番目の計画３年目、２

０１７年度の数値と右から２番目の目標値、２０１８年度を比較しますと、現在のところ、

エネルギー起源温室効果ガスは未達成、再生可能エネルギーは達成、森林による吸収量は

毎年伸びてはきておりますけれども、数値としてはまだちょっと及んでいない状況にある

ところでございます。 

 この資料の冒頭のほうに返っていただきまして、鳥取県地球温暖化対策計画では、平成

３０年度、２０１８年度までに温室効果ガスの総排出量を、２０１３年度比１４．７％減

の４００万８，０００トン、済みません、これは単位を間違えておりまして、「８」と

「ｔ」の間に漢字の「千」が入ります。済みません、修正をお願いいたします。４００万

８，０００トンの二酸化炭素の量とすることを目標としておりまして、計画に基づく取り

組みによりまして、再生可能エネルギーや森林による吸収量は着実に増加しております。

一方で、近年の夏の猛暑ですとか冬の大寒波の影響でエネルギーの消費量が増加しており

ます。真ん中の折れ線グラフでごらんのとおり、２０１５年度以降、温室効果ガスの総排

出量はやや増加している結果というふうになっております。 

 続きまして、５ページ以降につきましては、参考としまして、温室効果ガスの排出抑制

等の計画でございます。５ページの２の目標のところでは、先ほど数値などで御説明しま
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したけれども、温室効果ガスの総排出量は３７３万１，０００トンを目指す、また森林の

ＣＯ２の吸収量を６７万８，０００トンにすることを目指す、総排出量は３７３万１，０

００トンで、平成２５年度、２０１３年度におけるＣＯ２排出の約１０％減を目指してい

こうという目標に対しまして、先ほど御説明させていただいたような状況でございまして、

削減目標の達成のため、さらなる努力が必要だということでございます。 

 また、７ページ以降につきましては、条例ですとか法の抜粋をつけておりますので、こ

の計画を位置づけております条例の第５条ですとか、８ページの法律第１９条第２項、２

１条において、地方公共団体の実行計画などにこのような規定があるということも御参考

にしていただければというふうに思います。 

 説明は以上でございます。 

○松村会長 ありがとうございました。 

 今御説明がありましたが、ただいまの２つの諮問内容について、皆様のほうから御質問、

御意見等ありますでしょうか。ありましたら、よろしくお願いいたします。 

 特にこの２つの諮問ですが、２０１６年、今から２年前にパリ協定が発効して２年たっ

ております。そしてまた、国連の持続可能な開発目標、サスティナブル・デベロップメン

ト・ゴールズ、こちらも制定されてから３年たっている。この中で国際的にも新しい位置

づけの取り組みが世界各国に求められているところで、我が国でもその対応が必要という

ことから、この計画を円滑に策定して進めるということは重要なことであろうと思ってい

ます。そういう意味で、現在までのこういった内容も踏まえて、忌憚のない御意見をいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 どなたか何かございますか。 

 岡田委員、どうぞ。 

○岡田委員 岡田と申します。資料２のほうの環境基本計画実行計画についてですけれど

も、自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然、生態系の確保というようなと

ころで、自然を守りつつ自然を利用する、人と自然の触れ合いの確保とかというようなこ

とが書かれているんですけれども、県内でもエコツアーなど、鳥取のすぐれた自然を利用

した産業とかもだんだんふえてきていると思うんですけれども、それに対して、自然を利

用する上で、自然を守るために気をつけなければならないこと、例えばオーバーユースの

問題であるとか、ちょっと利用とは関係ないかもしれないですが、移入種の問題であると

か、そういう何というんですか、自然環境に対する環境教育みたいな、何といったらいい
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んだろう、学校だけではなくて、そういうエコツアーとかをする業者の方だとか、市町村

などの行政の方とか、そういった方に自然環境に対する教育というか、こういうことには

気をつけましょうとか、べからず集であるとか、そういうのを伝える方策というのも自然

の利用を推進するのと並行してやらなくてはいけないのかなと思うんですけれども、そう

いうことがちょっとおくれているような気もしていますし、こちらに記載もないようなの

で、考えていただいたほうがいいのかなと。特にこれから恐らくどんどん自然を利用した

観光とかというのも力を入れていかれるのではないかと思っていますので、それと同時に

そういった政策のほうも進めていただいたほうが安心かなと思います。以上です。 

○松村会長 今、岡田委員からあった御意見ですが、もっともなことだと思いますが、こ

れについて、県のほうから何かございますか。 

○若松課長 御意見についてはもっともだと思いますので、現在のイニシアティブプラン

でそこを、具体に書いていないところもございます。広い意味での自然を守り、守りなが

らの利活用というのが大前提だと思っております。当県では一般的な山岳地帯の自然環境

もありますし、ジオパーク、そういった形で自然を利活用しながら守り、活用していく、

この部分についてのどんな施策がとれるかというのも次期プラン等においては検討してみ

たいと考えます。 

○松村会長 ありがとうございました。 

 岡田委員、よろしいでしょうか。 

○岡田委員 はい。 

○松村会長 ほかに何か御意見とか質問があればお願いいたします。 

 どうぞ。 

○手島委員 済みません、ちょっと細かいことですけれども、資料２の５ページです。イ

ニシアティブプランというのがあります、実績が。そこの中で、１つは、ＴＥＡＳの認定

数、これが４９件ですか、これはなかなか数年全然変化がないんですよね。それの取り組

みをどうされているのか。 

 もう１点は、優良産業廃棄物処理業者認定業者数とあるんですけれども、これが８０件

ですか、６８件ですかね、なんですけれども、実際、他府県の優良事業者が結構あるんで

すよね。調べましたら、鳥取県所在の業者さんはたったの４事業者さんしかないわけです。

こういった取り組みをどうされているのか。 

 それともう一つは、ＴＥＡＳに関係して、ＴＥＡＳは優良産業廃棄物処理業者の環境に
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配慮した取り組みですかね、それに合致するのかどうか、その点をお願いしたいと思いま

す。 

○松村会長 今、手島委員からＴＥＡＳに関する質問がございました。これについて、県

のほうから何かございますか。 

 実は、きょう午前中の廃棄物・リサイクル部会でもＴＥＡＳの件について話題が出まし

て、鳥取の全県の事業者の半分ぐらいが持つような、そこまで拡大できるようになったら

いいですねという話が出ておりました。説明をよろしくお願いいたします。 

○松本室長 ＴＥＡＳの普及につきましては、現在大体１，３００ぐらいの企業さんに登

録いただいております。Ⅰ種、Ⅱ種とございますけれども、審査や普及を審査機関にお願

いしまして、企業とかいろんな会合に行って、そのＴＥＡＳの普及というのもいろいろや

っております。いろんな普及啓発を通じて、ＴＥＡＳに取り組む企業というのをふやして

いきたいというように考えているところでございます。以上です。 

○山根課長 失礼します。循環型社会推進課の山根です。御意見ありがとうございます。 

 優良認定事業者数が県内の事業者、県内に本店がある事業者数は少ないのではないかと、

どのような取り組みをしているのかという御質問、御意見だったかと思います。鳥取県で

は、毎年排出事業者向けの研修会ということで毎年研修をさせていただいておりまして、

その中でこういう優良認定制度もございますということで御紹介、それから取り組んでい

ただけないだろうかというようなお願いというか啓発ということでさせていただいており

まして、なかなか優良認定にはそれなりのハードルがあるので、すぐすぐということでは

ないとは思いますが、これからも地道に事業者さんに広報とそれから積極的な取り組みを

お願いしたいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。 

○手島委員 それでは、もう１件、ちょっと申しわけないですけれども、この優良産業廃

棄物処理業者に関して、ＩＳＯ１４００１、あるいはエコアクション２１等となっている

んですけれども、ＴＥＡＳは環境に関する基準に合致するんですかね。環境に配慮した取

り組みですかね、それにＴＥＡＳは合致するんでしょうか。 

○山根課長 済みません、今ここに細かい認定要領が手元になくて、すぐすぐにはお答え

できませんので、持ち帰りまして、また後日御回答させていただけないでしょうか。 

○松村会長 今、手島委員から御質問があった内容のＴＥＡＳですが、これは鳥取県の環

境管理計画ということで、その略称をとっておりますけれども、その上の上位はＩＳＯ１

４００１、それからまた国が定めたエコアクション、そういうのがありますが、そちらの



－11－ 

ほうがさらに上位になりますから、そういう意味では産業廃棄物処理業界とかいろんな工

場も、もっと上の部分の非常に厳しいものをとっておれば、ＴＥＡＳ以上のそれが勝って

いるということになりますし、エコアクションも同等だと。ＴＥＡＳはそれよりももう少

し簡素な形で進めてきておりますので、少なくともＴＥＡＳ以上のものは事業者として必

要ではないかというふうに期待されるところだと思います。そういう意味では、またいろ

いろこの辺の普及とかそういうのについても、本計画でいろいろと協議しながら前向きに

進めていければ、より効果のある、こういった環境保全計画につながるのではないかとい

う期待が持てるのではないかというふうに考えておりますので、そこも協力のほどよろし

くお願いいたします。 

 ほかに御質問、何かございますか。御意見でも。 

 先生、よろしくお願いします。 

○大住委員 大住でございます。農林関係の立場から一言、質問ではないですが、コメン

トを申し上げたいと思います。 

 私、この中でもやっぱり農業、林業の立場からすると、資料２の２０ページ、自然共生、

自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保というところの中での

農林業の役割、あるいは水産もそうかもしれませんが、大変関心がございます。この中で、

４つ項目がありまして、一番下に農地、森林等の持つ環境保全機能の回復というのがござ

います。鳥取に限らないですけれども、もう日本のようなところであれば多分自然の９割

以上は何らかの人との関係でできています。そこには農業、林業、水産業がかかわってき

ますので、健全で好ましい自然環境が保たれるためには、やはり農業、林業、水産業が健

全なものである必要があるということで、ここは大変大事なところなのかなと思います。

そういう意味では、環境行政ではありますけれども、やっぱり農林水産業との連携をとっ

て進めていかれるという、当然そういうことだと思いますけれども、そこは積極的に考え

ていただければと思います。 

 その中で、若干気になりますのは、４番のところで、例えば私が関係します、森林の関

係でいきますと、②で県産材使用の推進というのがございます。これは林業の推進という

ことで大変大事なこと、私ども森林林業を管轄する立場としたら、まさにそこは非常に強

くお願いしているところですが、ただ、もう一方、ここは農林部会ではなくて、環境行政

にかかわるということとなると、県産材の使用推進というだけで、森林の環境整備ができ

るかというと、そういうものではないというのがこの何十年かの森林関係の科学的な理解
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です。２０世紀型のモデルでは林業をきちんとやっていれば環境が守れるというモデルだ

ったんですが、それは２０世紀の後半から２１世紀にかけて、やはりそれぞれが別の機能

を持っているところがあるので、それぞれ考えていかなきゃいけない。特に１９９０年の

国連での地球サミット以降、森林というのはいろんな機能があって、それぞれ、まず生態

系としてきちっと持続させる、その中で、例えば温暖化であり、水の保全であり、生物多

様性であり、それから木材生産でありというのがその中で保証されていくんだ。だから、

２１世紀型モデルに、木材生産だけしていれば環境が保てるという考え方ではなくて、ま

ず全体を健全することで、その中できちんと木材生産もしていくんだという考え方がどう

しても環境としては必要になると思います。もちろん県産材が利用されることで地域が活

性化することで森林が管理されるという点ではそこは大きな意味があるんですが、環境行

政としては、やはりそこにもう少し環境サイドから見た、では林業生産だけではない森林

はどうやって管理していくのかとか、そういうところについて、特に、御存じだと思いま

すが、今度、森林管理経営法案というのができまして、かなりの面積が今後公的な市町村

管理になっていく、そこでは木材生産ではなくて、環境のための管理をするというのが、

予算もおりてきて、全国的に広がっていきます。そのときにやはり、例えば④の公益的機

能の高い森林の公的整備の推進という場合に、それはなかなか僕ら技術者でもこの中身は

具体的にどうするか、難しいところがあるんですが、ここは地域ごとに考えていかざるを

得なくなりますので、農業でも水産でもそうでしょうけれども、そういう地域ごとの広域

的機能、産業だけではない広域的機能を考えた場合の農地、林地、あるいは海面というの

をどう管理していくかというところにも少し環境行政としては力を入れていただければな

と思います。コメントです。 

○松村会長 大住先生、ありがとうございました。 

 県のほうから何か御意見ございますか。 

 赤井委員、よろしくお願いいたします。 

○赤井委員 赤井です。前回の審議会のときにもちょっと伺ったんですけれども、大住先

生と同じ２０ページの中に、２、生物多様性・健全な自然生態系の保全というところで、

生物多様性地域戦略が前回の審議会のときに骨子が出たぐらいのころだったかと記憶して

おります。それで質問ですけれども、多分この環境基本計画が上位計画になるかと思いま

すので、その後の進捗というか、現在の状況を教えていただけたらと思います。 

○池内課長 緑豊かな自然課でございます。お世話になっております。 
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 今の赤井委員のほうからお尋ねがありました生物多様性戦略の進捗状況でございます。

それで、戦略の中に組み込む具体的なアクション、これをどうするかというところで、県

庁の各課、また保護団体の皆様に御意見を頂戴して詰めている最中でございます。本来で

したら、昨年度ぐらいにはつくりたいと考えておりましたけれども、かなりそこは難航し

ておりまして、今年度中の策定を今、目標ということで作業を進めているとこでございま

す。以上でございます。 

○松村会長 よろしいでしょうか。 

○赤井委員 はい。 

○松村会長 ほかに御意見、御質問はございますか。 

 どうぞ。青木委員。 

○青木委員 計画を策定するに当たって、例えば鳥取県は、人口減、自然人口減がこれか

らもずっとあるのかなと思うんですけれども、人口減や、あるいは環境立県を推進すると、

観光客の入り込みもありますし、そのほかに、例えばこの中にグリーン商品なるものもあ

るんですけれども、産業振興をするとエネルギー消費は多くなるでしょうし、ただ、グリ

ーン商品については、申請してもらっても余り使われないんだというような話を聞いたり

もするんですが、幾つか、もう一度整理しますと、要はほかの産業との関係ですね、計画

を策定するに当たって、数字をどんどん減らしていく方向、例えばＣＯ２の削減というの

はしないといけないというのはわかるんですけれども、では、人口の自然減との関係はど

うなるかとか、あるいは、観光客が来たら当然エネルギー消費はふえるかと思うんですけ

れども、どんどんふえたら、その点についてはどう考えるのか、あるいは産業振興がもし

爆発的に鳥取県で起こったらどうなるか、それをどう考えるかがまずお聞きしたいところ、

どう考えていらっしゃるかというのをお聞きしたいのと、もう一つが、リサイクルすると

いうときに、先ほど言いましたが、グリーン商品なんかも認定はされているけれども、で

は県はどれぐらい使っていらっしゃるのか、鳥取県内の地方公共団体がどれぐらい使って

いるかをどれぐらい把握していらっしゃるのかをお伺いしたいと思います。 

○松村会長 今、青木委員からグリーン商品の件とか、それから産業振興が爆発的に起こ

ったときにどうなるかとか、いろいろ御意見がございました。 

 県のほうから何かございますか。 

○若松課長 なかなか難しい質問だと思っておるところであります。人口減がどれぐらい

のペースで進んでいくかということ、この現プランとその人口減、もっと長期的なものに
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なるとかなりの人口減は進んでいくものだと思いますが、現在の４年間のイニシアティブ

プランの中でどれだけ減少するかというのを見込むか、それとの関連があろうかと思って

います。環境基本計画で例えば１０年計画とか策定する場合は、その１０年後の人口だっ

たり、ある程度産業の像、それを描きながらつくっていく必要があろうかと思いますが、

ちょっと４年のショートスパンでどれぐらい見込むかというのは、現在のところは見込ん

でいないというのが正直なところであります。ただ、おっしゃいますように産業振興、大

規模な電気を消費するような産業が仮に起こったような場合は、当然それはエネルギー消

費量と関係するところがありますので、では、それを踏まえた目標とするのかしないのか

というところはちょっと議論があるかと考えているところでございます。 

 グリーン商品につきましては、使用量につきましてはちょっとわからないところであり

ますが、少なくとも県庁が発注するような一般備品等におきましては、集中入札等を行っ

ているその仕様書の中で、あらかじめグリーン商品を率先して購入するという形で今取り

組んでいるところと伺っているところであります。 

○青木委員 長期プランだと勘案するけれども、短期プランは余り関係ないだろうという

立場でいらっしゃるとすると、それは私は間違いかなと思うんですけれども。例えば太陽

光発電の導入について、最近このまま進めていいかとかいうような話が常にある、買い取

り価格を下げるとか、あるいは電力会社は電力の不安定化をもたらすので、できるだけ使

いたくないというような話があるのは御存じかと思うんですけれども、短期的に何かを入

れると、その後、向こう５年とか１０年とかいうレベルで影響を及ぼす可能性があるので、

十分短期であろうともプランを長期の視点で見ながら立てるべきではないか。単純に比較

的書き物としてはかけ声なところが多い、言い方は失礼ですけれども、ざっくりとした大

まかな感じの書き方ですので、そこまで大きな影響を及ばさないかもしれませんけれども、

数値目標等を入れるとそれなりに意味を持ってきますので、やはり考える必要あるのでは

ないかと思うという程度のことです。 

○松村会長 どうぞ、酒嶋部長。 

○酒嶋部長 御意見ありがとうございます。今申し上げたのは、別に短期はそういった計

画は無視してやればいいということを申し上げたのではなくて、長期計画のほうであれば、

長いスパンになりますから、そういう人口減とかいうものを十分反映した計画につくりや

すいということを申し上げたのであって、別に短期ですからそういうものを無視してもい

いということを安易に申し上げたわけではございません。 
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 あと、先ほど産業振興、優位な企業が進出してきたりした場合のことをどういうふうに

考えるのかということでありますけれども、基本的に国全体で省エネ法、省エネ関連の法

律もございます。それから地球温暖化対策の法律というものもございますので、それに沿

って一定規模以上の企業については、そういったものの消費電力とかＣＯ２排出量という

のを毎月報告する形にもなっておりますので、全体を見越した上で国としての地球温暖化

対策の計画をつくっております。したがって、国全体の計画を見ながら、当県の計画のほ

うにもそれを反映させ、さらに鳥取県独自の率先的な計画をつくっていくという形にして

おりますから、全体的なことでいえば、大きな網はかかっているのかなと、方向性として

はですね。だから、その方向性踏まえたところで、鳥取県独自のといいますか、鳥取県ら

しいイニシアティブプランという形に落とし込んでいくということが必要かなというふう

に思っております。 

○松村会長 青木委員、よろしいでしょうか。 

○青木委員 はい。 

○松村会長 今、部長からも話がありましたけれども、この短期の計画と長期の計画の整

合は非常に難しい話です。しかし今、世界的には、例えば地球温暖化の対策のためのパリ

協定のほうでも、日本の政府の対応は２０５０年に８０％削減するという想像もつかない

ようなことを進めています。その意味では、今、少子化、人口の問題もそうですが、そう

いう長期的な視点、少なくとも２０５０年という取り組みも視野に入れながら、併せて日

本できちっと立てている中では短い視点、、少なくとも２０３０年という、今から残すと

ころあと１２年ですが、それはもう具体的なことも定められておりますので、そういうこ

とも盛り込みながら、もっと先はどう取り組んでいったらいいのか、そして、さらに市民

や事業者にも説明していきやすい、そういうものを何とかこの環境基本計画のいろいろな

構想の中で努力して盛り込んでいけるように進めていければと思っております。県の事務

局も含めて、いろいろと前向きに御検討、御協力よろしくお願いいたします。 

 それでは、今度は諮問の３番目の次期廃棄物処理計画についてでございます。 

 山根課長、御説明をお願いいたします。 

○山根課長 失礼いたします。循環型社会推進課、山根でございます。 

 資料４をごらんいただけますでしょうか。次期鳥取県廃棄物処理計画についてでござい

ます。この廃棄物処理計画というのは廃棄物処理法で、環境審議会の意見を聞いて、鳥取

県の廃棄物処理計画を策定することとなっております。現在、鳥取県では廃棄物の発生、
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排出抑制、それから再使用、再利用、適正処理等の基本的な考え方を示した第８次となり

ます廃棄物処理計画を策定しまして、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適

正処理の推進等に取り組んできたところでございまして、その計画期間が平成２７年度か

ら平成３０年度までとなってございます。 

 この廃棄物処理計画のもと、取り組みを進めました結果、一般廃棄物のリサイクル率で

ございますけれども、先ほども少しございましたけれども、資料５ページをごらんいただ

けますでしょうか。資料５ページの一番上の表でございます。これが一般廃棄物の排出量、

リサイクル率等に関する表でございます。ここの折れ線グラフで、平成２８年度で３０．

６％ということで、これは全国第３位の率でございます。目標が３１％ですので、順調に

いけば達成できるのかなというようなところに今ございます。ただ、排出量としては、こ

こに同じように書いてございますけれども、２８年度、２１万４，０００トンということ

で、３０年度が１９万３，０００トンという目標でございますので、かなり排出量の削減

というところはなかなか難しい、これからの一層の取り組みが求められるといった状況で

ございます。 

 また、近年の動きでございますけれども、国連で持続可能な社会の実現を目指して、２

０１５年に採択されました持続可能な開発目標、いわゆるＳＤＧｓと言われるものでござ

いますが、その目標において、２０３０年度までに世界全体の１人当たりの食品の廃棄を

半減させることでございますとか、プラスチックごみが海に流出して、微細なマイクロチ

ップごみとなって、このマイクロプラスチックごみに吸着される化学物質が食物連鎖によ

って取り込まれて、生態系に及ぼす影響が懸念されるといったことなどがございます。そ

ういったことから、ＳＤＧｓで海洋汚染の防止が目標に掲げられているなど、食品ロスで

ございますとか海洋プラスチックごみというのは国際的にも関心が高まっているところで

ございまして、本県でも一層の取り組みが求められるといったところでございます。こう

したところから、３１年度から次期の鳥取県廃棄物処理計画を策定するに当たりまして、

審議会に御審議をいただこうというものでございます。 

 計画については、３ページをごらんいただけますでしょうか。先ほど申し上げたとおり、

今の現計画の期間としては平成２７年から３０年度というところでございます。それから

計画の位置づけといたしましては、廃棄物処理法の第５条の５第１項に基づく計画という

ことで、いわゆる法定計画というものでございます。その中には２項の各号に、１から５

号までに掲げているようなことを定めるということになってございます。 
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 少し飛んでいただいて、１２ページをごらんいただけますでしょうか。１２ページに現

計画のイメージというところで少し表にまとめさせていただいております。現計画の基本

理念といたしましては、ごみゼロ社会を目指した４Ｒ実践の地域づくりということでござ

います。４Ｒというのは、下のほうに書いてございますが、鳥取県が進める取り組みとい

うことで、国は３Ｒということで、リデュース、リユース、リサイクルという３つでござ

いますが、鳥取県はそれに一つ、そもそも発生させないということで、断るというリフュ

ーズを入れまして、４Ｒの取り組みということを進めてございます。現計画の基本方針と

しましては、４つの柱、ここが帯で書いてございますけれども、４Ｒ社会の実現、それか

らリサイクル産業の振興、それから低炭素社会との調和、廃棄物の適正処理体制の確立と

いった４つの柱をもとに現計画を策定しまして、取り組みを進めているところでございま

す。 

 またお戻りいただきまして、４ページでございますけれども、次期計画の策定スケジュ

ール（案）ということで書かせていただいております。まず一番上が、きょうでございま

すけれども、環境審議会に諮問をさせていただきまして、また１１月以降から廃棄物リサ

イクル部会で骨子案の検討等をしていただきまして、来年６月ごろパブリックコメント、

それでパブリックコメントを踏まえまして、もう一回リサイクル部会で御審議いただいて

答申をいただければと、夏ぐらいに計画策定ができればというふうに考えておるところで

ございます。 

 次のページが、本県の廃棄物の現状と課題ということでございます。一般廃棄物につき

ましては先ほど申し上げたとおりでございますし、産業廃棄物については、現在、平成２

８年度でリサイクル率が７５．７％、国の平均が大体５０％ちょっとというふうに聞いて

おりますので、平均よりはかなり高い率ということでございますし、発生量につきまして

も、目標が５８万１，０００に対して、５５万余ということで、ほぼ達成しているという

ような状況でございます。 

 おはぐりいただきまして、６ページに現在の取り組みというのを、先ほどの見ていただ

いた施策の項目ごとに説明した資料でございます。主なところといたしましては、食品ロ

スでございますけれども、鳥取県でも一般廃棄物の可燃ごみに占める割合が約２割あると

いうようなデータもございますので、食品ロスの削減というのが大きな目標ということで

ございます。鳥取県では「おいしい！とっとり３０・１０食べきり運動」というのを消費

者団体等の皆さんと一緒に商工会議所等を回らせていただきながら、最初の３０分、残り
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の宴会のクローズの１０分はおいしい料理をたくさん食べていただくと、目いっぱい食べ

ていただくというような運動を取り組んでおるところでございますし、それから今年度か

ら、１０月３０日が食品ロス削減の日ということで全国的に決まりましたので、それに合

わせた食品ロス削減推進キャンペーンということで、これは東部でありますと、１１月１

１日にイオン鳥取北で啓発グッズをお配りしたりというようなこともしますし、イオン鳥

取北では、１１月３日から１１日までパネル展示等もしております。中・西でも同じよう

にマルイさん等の協力をいただいて、店頭キャンペーンをするという予定でございます。

それから、やはり使い捨てのものはなくすと、なるべく使わないということで、リユース

食器の推進ということで、地域の公民館祭等々でされる場合にはリユース食器を使ってい

ただいているというような取り組みもございます。 

 そのほか、環境教育のあたりでございますと、幼少期からの食べ物を大切にする心を育

もうということで、幼稚園、保育園の幼児を対象とした啓発活動、替え歌等での活動とい

うことにも取り組んでおります。これは、子供さんが帰られてから、親御さんとかおじい

ちゃん、おばあちゃん等に話をされて、非常にいろんな世代に広がっていく活動だという

ふうに効果を感じているところでございます。 

 一方、課題といたしまして、先ほど来ございますけれども、ごみの排出量の削減が一番

大きいということで、今後も食品ロス削減の発生抑制等々取り組んでいきたいというふう

に考えておるところでございます。 

 それから、今までの御説明は一般廃棄物、いわゆる家庭から出るごみが中心でございま

したけれども、産業廃棄物につきましては多量排出者、産業廃棄物でありますと年間１，

０００トンを超えるような事業者ということになりますが、こういうところに訪問をして、

排出抑制等の取り組みについて、積極的に取り組んでいただくようにお願い、指導等をし

ておるところでございます。 

 それから、リサイクル産業の振興ということでは、鳥取県でも幾つか特徴的な事業所も

ございます。例えば最近紙おむつということで、紙おむつが高齢化社会にも相まって、大

変たくさん出てくるというところで、伯耆町などでは紙おむつを燃料化して、それを有効

に活用しているというような例もございますので、そういう事業をさらに鳥取県として伸

ばしていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 それから、めくっていただきまして、最後の８ページでございますけれども、低炭素社

会との調和というところと、それから廃棄物の適正処理体制の確立ということで、これは
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不法投棄の撲滅ということで、県では夜間の不法投棄パトロールを民間事業者に委託して

やっているとか、監視カメラを設置といったところもございますし、それから、災害廃棄

物、最近異常気象等で災害等多くなってございますけれども、そのために迅速に災害廃棄

物を処理するということが必要でございますので、鳥取県では、この４月に鳥取県災害廃

棄物処理計画を策定したというところでございます。 

 一方、課題のところにも書いてございますけれども、やはり災害廃棄物は一般廃棄物と

いうところがございますので、市町村が主体となるというところがございますので、市町

村の廃棄物処理計画の策定を進めていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○松村会長 山根課長、ありがとうございました。 

 ただいまの内容について御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。次期鳥取

県廃棄物処理計画についてでございます。 

 青木委員、どうぞ。 

○青木委員 ５ページの一般廃棄物の排出量、リサイクル率、最終処分量の上側のグラフ

についてお伺いしたいんですけれども、平成２８年度実績がリサイクル率３０．６％で、

排出量２１万４，０００トンですね。この３０．６％の内訳は何リサイクルが一番多いパ

ターンになりますか。サーマルリサイクルでしょうか。 

○山根課長 済みません、ちょっと内訳の詳細なデータ持ち合わせておりませんけれども、

例えば最近でいいますと、一般廃棄物の焼却灰のリサイクル等も進んでおりますので、一

般廃棄物焼却灰のリサイクルというところもありますし、それから、やはり紙をリサイク

ル、新聞紙とか、そういうリサイクルもございますので、そういうリサイクルがふえてい

るのではないかなというふうに思っております。 

○青木委員 一番多いのはマテリアルリサイクルだろうということですかね。 

○山根課長 ちょっと手元にデータがないので、新聞等が多いとは思いますけれども、新

聞とか焼却灰とかが多いのだろうというふうには思います。 

○青木委員 リサイクルは幾つか方向といいますか、あって、その次が不思議なんですが、

平成３０年度の目標が１９万３，０００トンが排出量目標で、リサイクル率は３０．６で、

目標が３１．０になっていて、０．４％増なんですね。廃棄物の削減量は、これは２万１，

０００トンぐらいになりますので、平成２８年度実績の１０％程度を削減するという目標

になっているわけですけれども、リサイクル率は０．４％ということはどこに行くのでし
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ょうという、最終処分に回るという、そういう考え方でしょうか。 

○山根課長 済みません、ちょっと理解ができなくて。３０．６％と３１％の相差がとい

う。 

○青木委員 リサイクル率は０．４％増で、廃棄物量は１０％減という、すごく大きな開

きがあるなという、どこが削減できるとこうなるのだろうと思ったということですけれど

も。 

○山根課長 ２８年度は実績で、３０年度は目標です。それで、どこをどうしたらという

のは、排出量全体を減らしていくしかないのかなというふうに思いますけれども、最終処

分になるかならないかということではなくて、これは排出量ですので、排出量全体を減ら

していって、リサイクル、全体的に全部減らしていくということかなと思うんですけれど

も、出てくるごみを全体的に減らしていくと。 

○青木委員 鳥取県内では、サーマルリサイクルしている例というのはそんなに多くない

のかなと思うんです。ごみを燃やしてはいるけれども、そのまま排熱になっているパター

ンが多いのではないかと思います。公共系の焼却施設がほとんどそうではないかと思うん

ですけれども、それらをもう少し何かしないと、リサイクル率は上がっていかないのでは

ないかなというのと、もう一つ伺いたいんですが、このテキストのごみを減らします系の

話で、水切りをしましょうというのがあるんですが、鳥取県内で出てくる厨芥ごみなんか

の水分量というのは何かすごく水が多いとかいうのが実態としてあるんでしょうか。水切

りをするとごみが減る、確かに水分量はすごく重要であることは間違いないんですけれど

も、そのあたりは何かデータをお持ちでしょうか。 

○山根課長 現計画の中のデータでございますけれども、可燃ごみの組成として、半分の

５０％が水分ということで、可燃分は４０％というようなデータがございますので、やは

り水切り、水分が多いというデータがございます。 

○青木委員 つまり一般的なということですね。特に例えば水切りをもっと重視しないと

いけないような生活上の特殊性があるというわけではない。済みません、鳥取県のことが

そこまですごくよくわかっているわけではないので伺うのですけれども。とすると、ある

程度こういうのは限界があって、確かに必要ではあるものの、削減にどれぐらい寄与する

かというのがすごく重要で、全部網羅的に書かないといけないのはわかるんですけれども、

私が知りたいのは、どこがどうして、一番効果的なのはどれかで、やっぱり力を入れる政

策とそうではない政策、そうではない政策というのは語弊がありますが、順位はつけない
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といけなくて、その順位のうちどこが、例えば一般廃棄物を減らすんだったらどこが重要

なのでしょうというのを、もう少し、何というんでしょうか、順位がついていてもいいの

かなと、アクションプランになると順位をつけていないと具体性が出てこないといいます

か、実効性が出てこないのかなと思いまして、伺ったまでのことです。 

○山根課長 ありがとうございます。 

 減らすにしても優先順位があるではないかということかと思います。現計画の目標では

ございますけれども、やはり食品ロスが先ほど申し上げたとおり、可燃ごみの全体の約２

割を占めるということで、大きな割合を占めるというところでございますので、ここを現

計画でございますと、目標としては２割程度、トン数でいうと３，５００トン程度削減を

しようというような目標と定めております。 

 それから、家庭での水切りでは、約５００トンぐらい水切りで減らそうというような目

標を現計画ではつくっておるところがございますので、やはり現計画の中でも食品ロスの

削減というところが一番大きな目標ではないかと考えております。 

○青木委員 ちょっと勉強のために伺うんですが、鳥取県における食品ロスというのは、

どこの辺から一番多く出ていますか。外食産業ですか、それとも農水系でしょうか。 

○山根課長 家庭系と事業系みたいなものがあると思いますが、家庭系ですと、組成割合

を調べると、先ほど来申し上げておりますが約２割が食品ロスということでございますし、

事業的な食品ロスということでは、鳥取県だけのデータではないですけれども、全国的な

データとしましては、宴会での食べ残しが多いというような、普通のレストランよりはや

はり宴会での食べ残し、それから結婚式、披露宴等での食べ残しが多いというようなデー

タがあるというふうには承知しております。 

○青木委員 それも一般的なお話ですね。鳥取県内。 

○山根課長 鳥取県内だけのデータはちょっとないものですから、全国的な傾向としては

そういうデータがあるということを承知しております。 

○青木委員 鳥取県は農業県なので、もしかして、例えば家に農産物がみんな、親戚が農

家で、産物がやってきます。それをごみにする、食べなくてごみにするみたいなのが多い

のかなと思ったけれども、そこは十分把握していらっしゃるわけではないわけですよね。 

○山根課長 そういうごみは多分、先ほど申し上げた一般廃棄物、家庭から出る食品ロス

に含まれているのではないかなと思います。そういうのは可燃ごみの中で大体２割という

ことで、かなりの割合を占めているという状況だということです。 
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○青木委員 ありがとうございました。 

○松村会長 青木委員、よろしいでしょうか。 

○青木委員 はい。 

○松村会長 ほかに何か御質問。 

 寳來委員、よろしくお願いします。 

○寳來委員 鳥取大学の寳來です。８ページの廃棄物の適正処理体制の確立の中の不法投

棄の撲滅というところで、ちょっと教えていただきたいんですけれども、まず、夜間の不

法投棄防止パトロールを実施されているということですが、こういったパトロール場所と

いうのはどうやって決めているのかというのが、まず１つ教えていただきたいなと思いま

して。 

○山根課長 ありがとうございます。 

 パトロール場所をどう決めているかということですけれども、それはこれまで不法投棄

が多いというところで把握をしておりまして、それを重点区域として、全部で２０カ所ぐ

らいだったですか、決めておりまして、そういうところを重点的にパトロールしていただ

くということで、民間事業者さんにお願いをしているところです。委託をして。 

○寳來委員 それ、例えば山の中とか、山林とかですよね。それは、結局見てわかるから、

ではそこを重点的にというふうになると思うんですが、例えば水に溶けるもの、化学物質

で、そうなったときというのは想定されたりしているのでしょうか。例えば農薬が、この

間環境省が２０１３年、２０１４年に水銀農薬系を処理してくださいという通知があった

場合、鳥取県はそういった水銀農薬とかを、農家さんとかにやはり処理してくださいとい

うふうにお願いはされたりするんでしょうね、きっと。 

○山根課長 それは廃棄物の観点もあります。それから、水はきちんと水質の基準がござ

いますので、そういう投棄があれば当然、不法投棄者も究明して、水質管理ということも

やっていっておりますので、もし本当に水が汚れるということがあれば、それは廃掃法も

ですが、ほかの法律もありますので、そっちでも厳正に対処していくということになって

おります。 

○寳來委員 重金属というのも、きちんとモニタリングはされているんですか。重金属だ

けではないんですけれども、有機汚染物質、無機汚染物質というものはやはり、環境項目

があると思うんですけれども、あれに関してはきちんときっと把握されていると考えてい

いでしょうか。 
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○山根課長 主要河川につきましては、水質を定期的に検査して公表もしておりますし、

分析もしておりますし、観測をしておりますので、全部の河川ということではないですけ

れども、主要河川についてはきちんと把握しております。ほかの河川でもあれば、そこは

個別に対応していくということになります。 

○寳來委員 ちょっと回りくどい言い方で大変申しわけないんですけれども、後でそうい

う話はちょっとしたいと思うんですが。結局は、例えばこういったカメラを８台増設して、

犯人特定というのももちろん大切だろうなと思うんですけれども、結局は犯人はわからな

くても、環境を重視しての取り組みに関してはどのようにされて、目に見えるものであれ

ば撤去という形でいいのかもしれないですけれども、目に見えないもので後でわかったら、

それはどういうふうな対策というふうに考えてらっしゃるんでしょうか。 

○山根課長 ありがとうございます。 

 投棄物が何かということになろうかと思います。例えば仮の話ですけれども、ＰＣＢが

入っているようなものが投棄されたということであれば、当然ＰＣＢそのものも撤去しま

すし、それから、どれぐらい汚れたのかということで、土をとって検査をして、どこまで

及んでいるのかということもしっかり調査をして、生活環境に影響がないかどうかという

ことまで徹底して確認をさせていただきますので、こっそり川に証拠が残らないように流

したというのは、すぐすぐにはわからないかもしれませんけれども、観測等して、調査も

していきますし、そういったことで投棄物が何かということに応じて、全くそういうおそ

れがないものであれば撤去するだけですし、そこから漏れて何かあるということであれば

検査もして、環境に影響がないということを確認していくということです。 

○寳來委員 では、それを信じていいんですね。というのは、私、実は水銀が高いという

ことをお伝えしたら、もうスルーされたんです。環境省のある場所から２５ｐｐｍを超え

る、基準値を超える、暫定除去基準値なんですけれども、それを超えている場所がありま

すということをお伝えしたときに、何かもう、はいって、それで終わってしまって、後で

どういうふうに、詳細なやりとりというのも全くありませんでしたし、結局はふたをした

いのかなというふうに、私自身、正直思ってしまったので、では基本的にはそういう、今、

山根課長がおっしゃったように対応するというふうに考えていいということですよね。 

○山根課長 どれぐらい蓋然性があって、その環境に影響があるかということだと思いま

すけれども、もちろん生活環境に影響がない、守るための部署だと思っていますので、そ

ういう情報があれば教えていただいて、また、どれぐらい信用性がある情報かというとこ
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ろもあると思いますし、その辺はよく具体なお話を伺いながら対応していくのではないか

と思います。 

○寳來委員 わかりました。ありがとうございます。 

○松村会長 寳來委員、よろしいでしょうか。 

 今、寳來委員からもありましたけれども、廃棄物をいかに管理していくか、そのときに

廃棄物が、最後は水質とか大気に放出された結果を確認するという方法もありますけれど

も、それは逆に悪影響を与えて、そして後で取り返しのつかない事態になるということも、

過去の公害経験でいろいろ出てきております。廃棄物の場合にはむしろ物の移動そのもの

を管理するということで、マニフェストというものがつくられておりますので、実際に排

出したところで、それがきちっと適正な処理施設に持っていかれたかどうか、適正な処理

施設ではまた適正な処理がされたかどうか、そしてそれをもって初めて完結するというこ

とになりますので、そこがまだ十分に、データ的にも行き届いていない面もいろいろとや

っぱり見受けられると思います。それは、この報告書の中にも、今の報告の中にも電子マ

ニフェストの普及とか、そういったマニフェストの記載とかいろいろ記されております。

そういったところから、今、寳來委員の言われたようなことを押さえていくことが大事で

あろうかと思っておりますので、これはまたこういった次期廃棄物処理計画の中にも、部

会の委員等で協議して、いろいろと検討していきたいとも考えております。それから、ま

た県とも相談しながらいろいろと進めていきたいと思っております。 

 ほかに御質問はございますか。では、時間もありますので、続きまして……。 

 どうぞ。 

○手島委員 済みません、手島といいます。廃棄物処理法はだんだん厳しくなってきてお

ります。当然それを知らないと、排出事業者も処理事業者も適正な処理はできないと思う

んですけれども、県では毎年排出事業者を対象とした研修会、それと処理業者を対象とし

た研修会が毎年行われておるんですけれども、これに対する案内はどうされているのかな

ということをちょっとお聞きしたいと思います。といいますのは、処理業者も大体１００

人ぐらいで、排出事業者も大体１００人ぐらいの参加があると思うんですけれども、１社

につき２人も３人も来られますので、実際１００社以下であると思うんですけれども、こ

ういったことを皆さんに研修してもらうために、県としてはどういう案内をされているの

かということです。ウエブだけの案内なのか、私、毎年ウエブを見て個人的に参加させて

もらっているのですけれども、ちょっとその点をお聞きしたいと思います。 
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○山根課長 ありがとうございます。 

 研修会の案内をどうしているかということでございます。個別に通知を送らせていただ

いています。ただ、全事業者というのが理想ですけれども、多量排出とか処理業者さんと

か、それぞれ、協会さんとか、主立ったところに直接送らせていただいていると、大分送

っている、ちょっと数字があれですけれども、直接送って案内をさせていただいていると

いうところでございます。 

○手島委員 参加率はどのくらいありましたか。 

○山根課長 ことしですと、ことしも多分、手島委員さんにも御参加いただけたのかなと

思いますけれども、大体１００人程度、率というか、おっしゃるとおり、１社から二、三

人出てこられるところもありますので、どれぐらいですかね、でも、七、八十社程度は、

排出業者、処理業者もあるのではないかなというふうに思いますけれども。 

○手島委員 ありがとうございます。 

○松村会長 今、御意見がありましたように、参加率とかそういうことも含めて、今後は

鳥取県の全事業者の数、それを分母として、その中のどのぐらいがちゃんと参画して周知

したか、これはいろいろなものについても、そういう見方、もっとベースとなる基本のど

のぐらいがカバーされているのか、そういうことを考えながら取り組む、そういった視点

もやはり盛り込んでいく必要があろうかと思いますので、それをまた委員の皆様方、各部

会等でもいろいろ御検討いただきたいと思います。 

 ほかに質問ございますか。 

 では、今度は、続いて、４番目の次期中海に係る湖沼水質保全計画についてということ

で、事務局から説明をお願いいたします。 

○田中課長 そうしましたら、資料５をお願いいたします。水環境保全課の田中と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 では、１ページをお願いいたします。湖沼水質保全特別措置法に基づきます第７期の中

海に係る湖沼水質保全計画の策定について、当審議会の御意見を伺うものです。この７期

という計画になりますが、１期が５年間の計画になっておりまして、第１期の計画が始ま

っておりますのが平成元年に始まっております。ですので、５年掛ける６期の３０年とい

うことで、ことし３０年目の計画に入っているということです。６期計画の最終年という

ことでもあります。７期の計画ですが、平成３１年から新元号の５年までが計画期間とな

りまして、この水質保全計画の特徴になりますが、計画策定初年度、３１年度中に今年度
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３０年度までの水質について評価をして、初年度に計画を策定するという形になっており

ます。 

 ２ページをお願いいたします。諮問の理由です。湖沼法に基づきまして、指定湖沼の指

定を受けということで書いておりますが、これが平成元年に中海が指定湖沼の指定を受け

ておりまして、全国では１１の湖沼が指定を受けております。琵琶湖でありますとか、お

隣の宍道湖でありますとか、霞ヶ浦、諏訪湖などであります。この中海の水質保全計画に

つきましては、鳥取と島根の両県で共同策定することになっておりまして、これは第１期

の計画からずっと両県で策定をしているところです。 

 中段に入りまして、その結果ということで、長期的には水質改善の傾向にあります。こ

れは後ほど御説明をさせていただきたいと思います。また、利活用等も活発になっており

ますが、依然として水質の指標であるＣＯＤ、全窒素、全リンにつきましては環境基準値

というものが達成に至っておりませんので、引き続き７期計画を定めて、今度は３５年目

の水質改善対策に乗り出すということでございます。 

 本日は、この７期の計画につきまして、策定スケジュールと今後審議会でどういった形

で御意見が伺えるのかというあたりについて御説明をさせていただきたいと思います。あ

わせて昨年度、２９年度までの中海の水質改善の状況につきましても御説明をさせていた

だきたいと思っております。 

 ３ページをお願いいたします。次期中海に係る湖沼水質保全計画の策定ということで、

１の諮問の趣旨につきましては、今御説明したとおりのことを書いておりまして、一番下

ですが、今回の諮問については今後の策定の進め方につき御意見をいただくもので、計画

内容に関しては、今後、部会で御審議をいただく予定というふうになっております。２の

計画の基本的な枠組みを見ていただきますと、計画期間が３１年からの５年間、水質の保

全に資する事業ということで書いておりまして、下水道、農業集落排水、浄化槽の整備、

工場・事業場の排水対策、あるいは畜産業、生活排水に対する対策、それから流出水対策

での汚濁負荷の削減、それから緑地あるいは森林等も含みますが、森林等での治山等の事

業に対しての対策、それから湖沼（自体）、湖内対策と言っておりますが、覆砂であると

かしゅんせつであるとか、砂でヘドロを覆いかぶせてしまったり、ヘドロを取り上げると

いうようなこと、あるいは浅場の造成というようなことで、総合的に水質の対策を講じて

いくというのがこの計画になっております。 

 はぐっていただきまして、４ページをお願いいたします。次期計画の策定スケジュール
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ですが、一番上が本日、環境審議会への諮問ということでお願いをしているものです。こ

の後、３０年度が終わりましたら水質の測定データ等を集計、あるいは分析をしまして、

来年の５月ごろから住民への説明等に入っていきたいと思っております。その中で、計画

の骨子案を夏ごろつくりまして、９月ごろ大気・水質部会のほうで御審議いただいて、９

月から１０月ごろについてパブリックコメント、その後もう一度部会のほうで御審議いた

だいて、再来年の環境審議会の場において、全体会では答申をお願いしたいというふうに

思っております。 

 ５の計画の位置づけ等については、法律に基づいた根拠等になりますので、説明は省略

させていただきたいと思います。 

 ５ページをお願いいたします。これまで３０年間水質改善対策を行ってきておりますが、

これが平成２９年度の最新の水質測定結果ということになっております。図１－１をごら

んください。環境基準点、１２地点において水質を測定しております。右にあるのが弓ケ

浜半島になりまして、真ん中が大根島、Ｎー１というあたりを表示しておりますが、その

あたりが宍道湖から大橋川を伝って、中海に流れ込んでいる大橋川の河口あたりになりま

す。 

 図１－２をごらんください。水質の結果について表示をしておりまして、ＣＯＤ、全窒

素、全リンにつきまして、それぞれ１２地点を棒グラフであらわしております。青の破線

が、今御説明をしました水質保全計画に基づく目標値になっておりまして、赤が一番最終

の目標になりますが、環境基準値という形になっております。青の破線以下が水質目標を

達成したところというふうに見ていただいたらいいと思いますので、全窒素、全リンの赤

の棒グラフのあたりで、Ｔ－３とかＮ－１というあたりになりますと、米子湾の中であっ

たり、先ほど申し上げた大橋川の河口であったりというのが目標に達していないという状

況になっております。逆に言えば、そのほかの地点は全て目標は達成しているということ

でございます。 

 （２）の経年変化をごらんください。上からＣＯＤ、全窒素、全リンの折れ線グラフに

なっておりまして、昭和５９年、平成元年の第１期の計画からの水質の状況を折れ線であ

らわしております。白の折れ線が湖心、中海の中心をあらわしておりまして、黒の折れ線

が一番水質の悪かった地点、先ほどの１２地点のうちの一番悪かった地点をあらわしてお

ります。一番下、参考を見ていただきますと、平成１０年あるいは平成１５年のあたりを

見ていただきますと、宍道湖東部浄化センター、あるいは米子市公共下水道というのが、
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全窒素とか全リンを除去する高度化処理を平成１０年から１５年ぐらいにかけて実施をし

ております。それによりまして、かなりの負荷が削減されて、水質が改善をしてきている

という様子がごらんいただけるのではないかというふうに思っております。平成２１年の

あたりになりますが、干拓中止による地形改変ということで、これは森山堤防ということ

で、そこの開削をして、境水道を伝った海水が本庄工区のほうに流れ込むようになった地

形の改変後の水質をあらわしております。平成２１年以降は水質、低空飛行といいますか、

低い値で上下しておるのですが、これを短期的には水質横ばいというふうに話しておりま

して、昭和５９年からなだらかに右に下がってきているというのを、長期的には横ばいと

いうふうに表現をしているところです。 

 ６ページをお願いいたします。今お話ししました水質の状況について、わかりやすいイ

メージにしたものが色づけになっておりまして、上が平成２１年から２５年、５期の計画

での水質の平均値です。下が平成２９年の最新の値になっておりまして、青で表示したと

ころが環境基準値をクリアしたところ、黄色で表示したところが水質目標値をクリアした

ところ、赤がいずれも未達成だったところということで、この５期から昨年ですが、かな

り黄色の部分が広がってきておりまして、先ほど御説明した米子湾であったり、大橋川の

河口あたりじゃ赤が残っておりますので、このあたりｋは目標が達成できていないという

場所になっております。 

 （３）の赤潮の発生状況をごらんください。棒グラフで示しておりますのが、中海にお

いて赤潮が観測されたものになっておりまして、一番下、平成１３年、２６年、２９年で

赤潮の発生箇所をあらわしております。平成１３年あたりで３２回ぐらいの赤潮が広域に

わたって確認をされておりますが、平成２９年でいいますと、回数的には３９回ですが、

米子湾等の局所的な赤潮の発生状況になっておりまして、これは水質、全窒素、全リン等

の富栄養化が進む場所が局所的になってきているのではないかということで、全体的に水

質が改善してきているということをあらわしているのではないかというふうに考えている

ところです。以上です。 

○松村会長 ありがとうございました。 

 ただいまの内容について、御意見、御質問はございますか。 

 青木委員、よろしくお願いします。 

○青木委員 先ほど示された水質データというのは、深さはどれぐらいのところをとって

いらっしゃるデータ、あるいは全層平均値等になっているんでしょうか。 
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○田中課長 ５ページをお願いいたします。ＣＯＤ、全窒素、全リンの棒グラフを示して

おりますが、ＣＯＤでいいますと、全層の平均値になっておりまして、７５％値というの

が、１００データがあるとしたら７５番目に悪い値といいますか、そういう値になってお

ります。ですから、１２カ月ありますので、１２カ月のうちの７５％値ですので、９番目

に悪い値をここに、ＣＯＤでは表示をしております。 

 それから、全窒素、全リンにつきましては表層ということで、水面から１メートルの水

を評価しているところです。 

○青木委員 確認のために伺ったんですが、こういうやり方で何か本当にわかるんですか、

こういうデータの示し方で。私は中海の研究をしていますので伺いたいんですが、こうい

うやり方で十分中身の現況は示されているとお考えであるということですか。どなたがこ

ういうことをおっしゃっているのか伺ってもいいですかね。学問的に、学術的にどなたが

おっしゃっているか。 

○田中課長 今の御意見ですが、これは国の定める水質の評価方法という形になっており

ます。中海会議という中海周辺で、鳥取、島根４市の知事、首長が構成をする会議がござ

いまして、その場でも今、青木先生がおっしゃられるようなことが議論として出てきてお

ります。それは何かといいますと、低層ですね、全窒素、全リンについては表層で評価し

てしまっていて、低層あるいは中層の評価がないのではないかというようなことだと思い

ます。それにつきましては、私どもも意識をしておりまして、低層についてもデータを今

収集しておりまして、それなりにまとめをしてきているところです。 

○青木委員 次、部会に示されるというお話でしたので、そのあたりのデータが出てくる

んだろうと思うんですけれども、もとのデータの見誤りといいますか、どこを使うかによ

って全然方針は違ってくるかと思うんですね。科学的に本当にその数値は正しいのとか、

あるいは実勢をきちんと評価するためのものにするには、まとめてしまったデータって結

局中身が大分薄くなるのではないかなと思います。これは意見として、今のは意見なんで

すが、まだよろしいですか、済みません、連続で行かせていただきます。 

 ３ページの水質保全に資する事業で、策定内容の中の魚類養殖に係る汚濁負荷対策とい

うのが項目にあるんですけれども、中海で実際に魚類養殖が行われている事例というのが

どこかにあるんでしょうか。積極的な養殖が行われているところってどこにありますか。 

○田中課長 中海に関しては、私どものほうでは魚類養殖ということは把握していなくて、

これは何というんでしょうか、法律に定められた、こういったもので構成をしてください
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という基本的な枠組みを示しているということで御理解いただいたらいいと思います。 

○青木委員 これもケーススタディーしないといけないんですが、魚類養殖が必ずしもマ

イナスであるかといったら、魚類でも何でもそうですが、例えばノリ養殖をしますよね、

そうしますと栄養塩の吸収というのが起きて、その後、それを境外に取り出すことができ

たり、養殖業が必ずしも環境汚染に直接はつながらない、あるいは魚類養殖するために環

境をよくしないといけないという力が働きまして、それが民間の力によって行われる可能

性というのがあって、要は、国が一律に定めていたり、環境省が書いているようなものが

全て中海にそのまま当たるわけではないので、一律に書かれないほうがいいのではないか、

それぞれ考えていったほうがいいのではないかなという意見です。 

○田中課長 ありがとうございます。 

 そのあたりについては十分承知をしているつもりですので、中海の実態に合った対策と

いうのをこれから部会のほうで御審議いただけるように資料を準備していきたいというふ

うに思っております。 

○松村会長 青木委員、よろしいですか。 

○青木委員 はい。 

○松村会長 ほかに御意見、御質問はございますか。 

 岡田委員、どうぞ。 

○岡田委員 岡田です。素人の質問で申しわけないんですけれども、６ページの一番下の

図を見ると、平成２９年に赤潮の確認は局地的なものであった、汚いところは局地的なの

ではないかというような話だったと思うんですが、そこをきれいにしたらきれいになるの

ではないかというふうに素人的には思うんですが、この局地的なところに対して、何か特

にこういうことをするというような計画はあるんでしょうか。 

○田中課長 ありがとうございます。 

 局所的にやはり、先ほども申し上げましたが、加茂川であったり、新加茂川であったり、

大橋川の河口あたりが、結局川から流れ込んでくる汚濁負荷源といいますか、全窒素とか

全リンがたまってしまうのではないかと、流れがないために。そういう形で思っておりま

して、それにつきましては、先ほどちょっと御説明をしなかったんですが、流出水対策と

いうことで、地域を指定しておりまして、鳥取側でいいますと、新加茂川あるいは加茂川

の上流域にあります新山であるとか、奧ノ谷であるとか、校区的には成実地区という校区

になりますが、そのあたりで、環境に優しい農業ということで、側条施肥田植え機という、
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田植えをする際に肥料をスポットで苗と一緒に植えていくような田植え機を導入していた

だいたりですとか、あるいは浅水代かきといいまして、代かきのときに水をたくさん張る

のではなくて、低い水で代かきをしていただいて、水田に残っている窒素とかリンとかを

流さないように、稲の養分にもなりますので、それを浅い水で代かきしていただいて、代

かきした後の大きな水だと河川に流してしまいますが、それを水田にとどまらせて、環境

に優しい農業ということで、そんな取り組みもしていただいているようなこともあります。 

○岡田委員 ありがとうございました。 

○松村会長 岡田委員、よろしいでしょうか。 

○岡田委員 はい。 

○松村会長 では、時間もありますので、質疑はこのくらいにして、これらの諮問事項で

すが、今４件、これはこれから専門的な審議が必要と思われますので、部会の所掌事務に

基づいて、まず最初の１番目の次期環境基本計画実行計画、それと２番目の次期地球温暖

化対策計画の２件は企画政策部会に御検討いただき、３番目の次期廃棄物処理計画は廃棄

物・リサイクル部会、それから４番目の次期中海に係る湖沼水質保全計画は大気・水質部

会にそれぞれ付議して、検討していただきたい。そして、その結果を再度本会にて審議し

たいと思いますが、いかがでしょうか。皆様、よろしゅうございますか。 

 それでは、それぞれ先ほど申し上げました部会に付議いたしますので、今後議論をよろ

しくお願いいたします。部会委員の皆様方、よろしくお願いいたします。 

 では、続きまして、議事３番目、部会議決事項の報告でございます。この部会議決事項

というのは、会長の同意を得て、部会において議決した事項について、審議会運営要領の

第６条第２項に基づき、全体会に報告するものです。主に内容としては、全体会まで検討

する必要はないということで、部会で決めていただいて上げさせていただくという、今回

は温泉・地下水部会において議決された①地下水の影響調査計画書等についてと、それか

ら温泉の掘削許可について、それから、今度は鳥獣部会において議決された第１２次鳥獣

保護管理事業計画の変更について、計３件について、事務局からまとめて説明をお願いい

たします。 

○田中課長 失礼します。そうしましたら、資料６の１ページをお願いいたします。引き

続き、水環境保全課の田中です。よろしくお願いいたします。ここにつきましては、温

泉・地下水部会の議決事項ということで御報告をさせていただきたいと思います。それに

係る、地下水に係るものでございます。 
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 平成２９年の１月以降に部会が計６回、延べ１１件の議決をいただいております。地下

水影響調査計画等ということで書いておりまして、とっとりの豊かで良質な地下水の保全

及び持続的な利用に関する条例に基づきまして、影響調査計画書及び採取計画届け出書と

いう２つの届け出につきまして御審議をいただいております。影響調査計画書というのは、

井戸を掘る前に、地下水をどれぐらいくみ上げるので、周辺約半径１キロ以内ですが、そ

のあたりで井戸を持っておられる方の水源に影響がないかというあたりについて、実際に

地下水をくみ上げる方に影響の計画をつくっていただきます。それをまず御審議いただい

て、その調査のやり方でいいのではないかということで実際井戸を掘りまして、今度はく

み上げに応じて揚水試験ということで、そのくみ上げ量が妥当かどうか、周辺の井戸に影

響がないかどうかということを御審議いただいております。 

 （１）の届け出項目のあたりを見ていただきますと、それが最終計画届け出書、これは

井戸を掘った後の話になりますし、（２）でいきますと、一番上、影響調査計画書という

ことで、井戸を掘る前の調査について、それぞれ御審議をいただいたものです。ここで、

（３）の影響調査計画書を見ていただきますと、答申内容ということで、ここの事業者の

方については、海に近いところで井戸を掘られるということでしたので、部会のほうでは、

海の近くなので海水が混入するようなことがないだろうかということで、事業者の方に対

して御意見をいただいております。 

 ２ページをお願いいたします。（４）の一番上を見ていただきますと、やはり影響調査

計画書ということで、畜産業の方に対して１１万５，０４０立米、年に採取されるような

計画でしたが、なかなかその採取量というのが過大ではないだろうかということで御意見

をいただきまして、（５）の下段にあります、やはり畜産業のほうで、採取計画届け出書

のほうでは１１万５，０００立米あったものを８万６，０００ぐらいの採取量に変えて、

さらにこの採取量については遵守していくようにというような御意見を頂戴いたしている

ところです。以上です。 

○坂口課長 では、資料の４ページをお願いいたします。くらしの安全推進課でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 では、私のほうからは温泉法の許可案件の審議結果につきまして御報告いたします。温

泉法におきましては、温泉の掘削等の許可を行う場合には審議会の意見を聞かなければな

らないということで定められておりますので、昨年の１月以降、２件の許可申請がござい

ましたので、これにつきまして温泉・地下水部会で御審議をいただきました。 
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 内容につきましては、記載のとおりでございますけれども、１件につきましては伯耆町

地内で温泉のくみ上げ用のポンプの設置の許可申請、また、下のほうにつきましては南部

町地内で新たに温泉の掘削を行うというものでございまして、審議の結果、いずれも許可

が適当ということの御判断をいただきましたので、その答申を受けまして許可のほうを行

ったといったところでございます。 

 説明については以上でございます。 

○池内課長 続きまして、緑豊かな自然課でございます。５ページをお願いいたします。 

 第１２次鳥獣保護管理事業計画の変更について御報告いたします。これにつきまして、

この第１２次鳥獣保護管理計画でございます。これは鳥獣保護管理法、これを踏まえまし

て、県知事が定める計画でございまして、県の鳥獣保護管理事業の実施について内容を書

いてあるものでございます。 

 この中で、２の変更理由に書いておりますが、このもともとの法のほうで、オオタカが

絶滅危惧種から削除されたということがございまして、もともとこのオオタカは、８０年

代には全国でも４００羽程度ということで、非常に数が減っておりました。保護施策を続

けておりましたが、そのかいもあってか、近年は２，０００から５，０００羽程度とふえ

ているところでございます。このため、当初危急種、また絶滅危惧Ⅱ類であったものが、

準絶滅危惧種ということで、ランクがだんだん下がってきたということがございまして、

最終的に２９年９月には、この法令のほうから、国内希少野生動植物種というものから指

定は解除されましたが、しかし、猛禽類というのは非常に、例えば市場で高値で取引され

るという、そういった性質のものでございまして、放置をしますと、また元の木阿弥に戻

るということでございますので、ですので、販売禁止鳥獣に追加いたしまして、市場に流

れることがない、また、それに伴っていろんな捕獲とかそういったものを規制できる形に

変えるというふうに変わったところでございます。 

 また、この販売禁止鳥獣、また、捕獲の規制等につきましては、これは、その次に矢印

であります、平成３０年４月からこれを捕獲許可、飼養登録、また、販売許可は知事権限

となりますので、これにつきまして第１２次計画に許可基準等を追記する変更を行ったも

のでございます。３番に詳細が書いてあります。 

 また、下に参考としまして、本県におけるオオタカの位置づけと書いております。本県

におきましては、今、レッドデータブックにも準絶滅危惧、また、希少種条例におきまし

ても希少野生動植物に指定しておるところでございまして、当面はこれを変更するという
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予定はございませんが、レッドデータブックにつきましては約１０年ごとに見直しを行っ

ております。ですので、次回は平成３３年度が見直し年度となります。それに向けまして、

来年度からいろんなデータを収集いたしまして検討を進めるところでございますので、こ

のオオタカにつきましても県内の生息状況のデータを集めていきたいと。３３年に向けて

判断していきたいと考えるところでございます。以上でございます。 

○松村会長 ありがとうございました。 

 ただいまの内容について御意見、御質問等ございますでしょうか。 

 温泉・地下水部会、それから鳥獣部会、何かコメント等ございますか。 

 特にないようでしたら、このまま報告させていただくということにさせていただきまし

て、では、続きまして議事の４ですが、事務局からの報告事項がございまして、４件あり

ます。 

 事務局からまとめて御説明をお願いいたします。 

○若松課長 そうしますと、資料７のほうをごらんいただきたいと思います。環境立県推

進課でございます。資料７の１ページをごらんいただきたいと思います。平成３０年度の

鳥取県環境白書の公表について御報告申し上げます。 

 環境白書につきましては、鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例の規定に基づき

まして、その環境施策に講じようとする施策、また、その取り組んだ実施結果等を環境白

書として報告するよう定められているところでございます。この取り組み、施策につきま

しては前段の諮問のほうでも御説明申し上げましたが、環境イニシアティブプランの大き

な６つの柱に基づきまして、それぞれ講じようとする施策を年度当初に、また、前年度の

取り組み状況、実績をこの９月に、それぞれ県の環境白書のホームページのほうに公表さ

せていただいているところでございます。目標等の達成状況等をこの９月に公表させてい

ただいたところでございます。数値等につきましては、前段の環境イニシアティブプラン

のところで簡単にではございますが御説明させていただいたとおりでございます。引き続

きこの数値等、イニシアティブプランの達成に向けて、残り期間は短いのですが、取り組

んでまいりたいと考えているところでございます。 

○松村会長 続いて、田中課長からですね。 

○田中課長 ４ページをお願いいたします。平成２９年度鳥取県内における水環境の調査

結果ということで御報告をいたします。 

 Ａの１、測定地点を見ていただきますと、計１８０地点、ここで河川、湖沼、海域で水
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質の調査をしております。県が直接やる地点が１２３地点、国、市町村が実施するものが

５７地点、合わせて１８０地点になっております。 

 ２の測定区分ですが、測定項目につきましては、そこに掲げております１２項目につい

て測定をしております。（２）の測定結果をごらんください。河川、湖沼、海域というこ

とで分けておりまして、汚濁の目安ということで、河川、海域については清浄あるいはお

おむね清浄でありますが、やはり湖沼、先ほども中海の関係で御報告をしましたが、につ

きましては流れが少ないということもあって、汚濁という状況になっております。 

 ５ページをお願いいたします。今の湖沼につきまして、表の１－２で先ほども御説明を

しましたので、汚濁の目安ということで、赤潮の発生になるような富栄養化ということで、

全窒素、全リン等が多く含まれてしまっているということでございます。（３）について

は、環境基準値がどれぐらいの値になっているかということですので、そこは省略をさせ

ていただきたいと思います。 

 ３の測定区分につきまして、健康項目ということで、これは２７項目測定をしておりま

して、そこに掲げている項目について測定をしておるんですが、（２）を見ていただきま

すと、ホウ素につきまして、新たに湖山川と中海の葭津地先で２地点、環境基準値を超過

したものが測定をされております。これは海水に含まれるホウ素の影響を受けたものとい

うことで、自然由来のものではないかというふうに考えているところです。 

 ６ページをお願いいたします。なかなか基準がクリアできない３大湖沼になります。

（１）の中海につきましては、先ほどから何度も御説明をしておりますので、水質の部分

については省略をさせていただきたいと思います。２つ目のぽつで、一方で、住民の皆さ

んで利活用というあたりにつきましては活発化しておりまして、例えば中海・宍道湖一斉

清掃ということで、平成１７年にラムサール条約の登録湿地になりまして、平成１８年以

降、毎年約８，０００名近い方が周辺のごみ拾いをしてくださいまして、毎年１６トン前

後ぐらいのごみが回収できているということがございます。あるいは、水鳥公園を中心に

しておりまして、こどもラムサール交流ということを進めております。全国の他の湿地、

コウノトリが飛んでくる豊岡の湿地であったり、千葉のほうの谷津干潟というような湿地

であったり、九州のほうの有明のムツゴロウの生息する湿地であったり、そういったとこ

ろの子供たちと交流することによって、湿地を通した環境教育あるいは交流というのがで

きておりまして、次世代を担うリーダーも徐々にあらわれつつあるところでございます。

（２）の東郷湖につきましては、大体水質的にはおおむね横ばいになっておるところです。 
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 ７ページをお願いします。（３）の湖山池です。平成２４年に汽水化の取り組みを始め

ておりまして、６年が経過しております。上の表を見ていただきますと、汽水化によりま

して塩分をコントロールして管理をしております。大体２，０００から５，０００くらい

の間で塩分濃度を抑えて管理するようにしておりまして、やはり夏が潮位が高い関係で、

海からの逆流によりまして、夏に塩分濃度が高くなるという形はございますが、大体５，

０００ミリグラムパーリッターの目標値内で管理をすることができております。それにつ

いては、２つ目のぽつに書いておりますが、２９年に賀露に設置されております水門を、

今まではギロチン型で上から下に落とす水質管理をしておりましたが、２枚で上層と下層

がコントロールできるような水門にかえておりまして、それで、下層に行くほど塩分濃度

が高くなりますから、ギロチンだと高い塩分が入ってきますが、２枚でやると上層のある

程度薄い塩分の水が入ってくるということで、コントロールができているのではないかと

いうふうに考えているところです。 

 ８ページをお願いいたします。地下水の測定をしておりまして、１で調査対象井戸とい

うことで、８市町６７カ所でやっております。調査項目につきましては、カドミウムほか

健康項目にｐＨとか電気伝導度を加えた３０項目を測定しておりまして、調査内容を書い

ておりますが、概況調査で毎年度、全体はなかなか無理ですので、ローリングしながら、

悪い地点はないかという概況調査、あるいは悪いものが検出されたものについては継続監

視ということで、一番下に書いておりますが、４６カ所の継続監視をしているところです。 

 環境基準値を超過したものを表２－１に掲げておりまして、大体フッ素、ホウ素、ヒ素、

あるいは硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ということで測定されておりまして、硝酸性窒素あ

るいは亜硝酸性窒素につきましては、これは大体畑等の施肥に係るもので、畑作地帯につ

いての基準値の上回っているものでありますが、フッ素、ホウ素、ヒ素等につきましては

自然由来のものではないかというふうに考えているところです。 

 ９ページにつきましても同じく２８年度の調査結果になりますので、今御説明した内容

と同じような形でごらんいただけたらというふうに思っております。以上です。 

○松村会長 それから、米山室長ですか。 

○米山室長 環境立県推進課、星空環境推進室長の米山でございます。 

 それでは、お手元の資料７－３、１０ページをごらんください。報告事項３、４、５を

まとめて御報告させていただきます。 

 まず、平成２９年度鳥取県内における大気環境の調査結果ということで、大気汚染防止
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法に基づきまして実施、調査をいたしました調査結果につきまして御報告させていただき

ます。 

 まず、１番、常時監視につきましてでございますが、（１）、二酸化硫黄、一酸化炭素、

二酸化窒素につきましては、毎年、例年同様、２９年度につきましても全ての地点で環境

基準のほうを達成しております。測定地点、環境基準達成状況につきましては、中ほどの

表のほうにまとめて記載しております。こちらをごらんいただきながらお聞きいただけれ

ばと思います。 

 続きまして、浮遊粒子状物質でございますが、こちらにつきましては黄砂等が原因で環

境基準を達成しないということもあるんですけれども、２９年度につきましては１カ所、

鳥取市の栄町交差点局におきまして、長期的評価では達成したんですが、短期的評価では

環境基準を達成しなかったと。その他の測定局につきましては、短期、長期いずれも環境

基準を達成したということになっております。ちなみに、長期的評価、短期的評価につき

ましては、１１ページのほうに環境基準及び評価方法ということで参考につけさせており

ます。こちらを御参考ください。 

 続きまして、（３）番、光化学オキシダントでございますが、こちらにつきましては全

国的にも達成率、全国では０．１％といったように環境基準の達成率が非常に低い状況に

ございます。本県におきましても、環境基準のほうをこちらは達成しておりませんでした

が、昼間１時間値の最高値につきましては、法律に基づいて注意報を発令する基準という

ような値は下回っていたというような結果になっております。また、微小粒子状物質（Ｐ

Ｍ２．５）につきましては、全ての測定局におきまして環境基準のほうを達成しておりま

す。 

 続いて、２番、有害大気汚染物質モニタリング調査でございます。こちらにつきまして

は、環境基準が設定されている４物質、こちらについては全ての地点で環境基準を達成し

ております。また、健康リスクの低減を図るための指針となる数値（指針値）が設定され

ている９項目につきましても、全ての地点で指針値以下でございました。さらに、その他

国内の基準等が定められていない８物質につきましても、全国平均より低い値で推移をし

ておるというような結果になっております。 

 続きまして、１２ページ、資料７－４をごらんください。平成２９年度の県内における

ダイオキシン類の調査計画について御報告いたします。調査期間、調査地点数等は資料に

記載のとおりでございます。大気、水質・底質、地下水及び土壌に含まれるダイオキシン
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類を調査したということで、こちらの調査結果でございますが、４番に記載しております

ように、全ての項目、地点で環境基準のほうを達成しております。次の表のほうに具体的

な数値等は記載をしておりますが、平均値につきましても全国調査を下回る値であったと

いう結果になっております。 

 続きまして、１３ページ、資料７－５をごらんください。鳥取県星空保全条例の制定に

ついて御報告させていただきます。こちらにつきましては、鳥取県は星空の見えやすさで

日本一になるといったように、美しい星空があると。こちらの環境を次世代に引き継いで

いくということを目的としまして、都道府県としましては全国初になりますが、鳥取県星

空保全条例を制定いたしまして、ことし４月１日に施行いたしまして、さまざまな取り組

みを進めているところでございます。 

 条例の主な内容につきましては、全県を対象に実施しているものといたしましては、県

が実施します光害防止の施策ですとか、光害防止について事業者、県民の皆様に努めてい

ただくですとか、これは制限する事項になるんですけれども、美しい星空を守るためにと

いうことで、サーチライト等の投光器ですとかレーザー等の使用につきましては、特定の

ものを照らす目的以外では原則禁止をさせていただいております。ただし、例外事項とい

たしまして、人命保護ですとか交通安全等で必要な場合、あとは、ちょっとこちらには記

載していないんですが、１日を超えない場合の催し物等でも事前に県に届け出をしていた

だければ使用可能といったような例外規定がございますが、原則使用禁止というような条

項を設けさせていただいております。 

 それから、星空保全地域という制度を設けておりまして、こちらは県内でも特に美しい

星空が見えるという環境で、そこを保全していくと、その必要があると認められた地域を

星空保全地域として指定をして、県としても取り組みを支援させていただくといったよう

な制度を設けております。現在、県内では３０年４月１日に鳥取市佐治町、６月２８日に

日南町のほうを星空保全地域として指定をさせていただいております。保全地域内への取

り組みにつきましては、まず、夜空への影響をなるべく抑えるために、屋外照明の設置、

使用についての基準を設けさせていただいております。それから、県のほうはその基準を

守るために、屋外照明器具を更新、改修される際についての支援、もしくはその地域内で

星空を活用した地域振興の取り組みに対する支援といったものを行っております。なお、

この基準につきましては、地域指定から６カ月経過後に適用されるということになります

ので、それまでに既に設置、使用されている照明器具は対象とはなりません。さらに、個



－39－ 

人の住宅の照明も対象外ということになっております。 

 具体的な照明基準の内容につきましては、次の１４ページのほうに日南町の場合という

ことで、日南町のほうで設定しました星空照明基準のほうをつけさせていただいておりま

す。大きく分けて、屋外照明器具、建築物等を照らす照明器具、広告物照明に関する基準

ということで、３本柱で基準のほうを定めております。詳細は省略させていただきますけ

れども、基本的には上方ヘ、夜空のほうへ光が漏れないようにするために基準を設けてい

るというものでございます。なお、一番下に書いておりますが、鳥取市佐治町の照明基準

につきましては、日南町に記載しております１の（２）番のナイター照明器具、こちらの

基準を除いた部分が共通となっております。ナイター照明器具は鳥取市の佐治町にないと

いうのは、施設はあるんですけれどもほとんど使われていないということで、鳥取市佐治

町のほうはナイター照明器具に関する基準は設けておりません。今後、県といたしまして

も、星空保全地域がさらに県内にふえていくように取り組みのほう進めていきたいと思っ

ているところでございます。以上でございます。 

○松村会長 ありがとうございました。 

 ただいまの５件の事務局からの報告事項について、御質問、御意見等ありますでしょう

か。 

 寳來委員。 

○寳來委員 ２点ほどお聞きしたいんですけれども、１つは、水環境の調査結果について

の５ページですが、全窒素及び全リンの状況で、湖沼、湖山池の４地点の全窒素の平均値

がほかの湖沼よりもちょっと高いのかなと思うんですが、この理由はどんなふうにお考え

なのかなというのがまず１つと、２つ目が地下水の硝酸態、亜硝酸態窒素の濃度で、平成

２９年度が賀露町の西の１カ所の井戸で基準値を超過していたという報告があったかと思

います。この汚染原因が推定として施肥と生活排水の影響というふうに書かれているんで

すけれども、資料６で平成２９年、３０年と賀露町で養鶏場の地下水で何か届け出をされ

ていますけれども、これはもう全く関係ないというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○田中課長 よろしいでしょうか。 

○松村会長 どうぞ、よろしくお願いします。 

○田中課長 ２点あったと思います。まず１点が、５ページの表１－２の湖沼の関係で、

湖山池の全窒素、全リンが高いのはよその湖沼に比べて何でだろうかということですが、

これは、何といいますか、物すごく精緻な分析をしたわけではないんですが、湖山池は汽
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水化をしまして、先ほど塩分とか落ちついていると言いましたが、溶存酸素等が結構、３

ミリグラムパーリッター以下になって貧酸素を起こす割合が高くなっておりまして、それ

に係る湖底のヘドロ等からの溶出によるものではないだろうかなというふうに今考えてお

ります。 

 それから、もう１点、ホウ素が自然由来のもので測定されたということと……。 

○寳來委員 硝酸態と亜硝酸態、賀露町の。 

○田中課長 失礼しました。８ページの、ここは場所が全然離れておりますので、関係は

ないというふうに思っております。 

○寳來委員 わかりました。 

 あと、済みません、最初の窒素に関する考察ですけれども、もしもおっしゃることが原

因であったら、その汽水化前の２０１１年以前というのは、では、この全窒素量はこれよ

りかなり低かったと考えてよろしいんでしょうか。 

○森課長補佐 済みません、水環境保全課、森といいます。 

 汽水化前からもレベル的には同じというふうには考えていいかと思います。ただ、汽水

化に伴いまして塩分躍層が強固になるということで、発生源としてはそういった湖内から

の発生というのが非常に問題といいますか、考えておかないといけない部分になってくる

と思います。 

○寳來委員 でも、それでしたら、では例えば中海とかは塩分躍層、深いところがありま

すよね。では、その地点の窒素というのはほかの地点と比べるとやはり高いという傾向が

あるというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○森課長補佐 そうですね。今回、先ほど青木先生のほうからもありましたが、環境基準

値というのは表層で評価しております。窒素、リンに関しては表層で評価しておりますの

でこういった数値にはなるんですが、ただ、発生源としては底質から特に夏場、貧酸素化

した場合に出てくる場合がありますので、そういったところが考えられるというところで、

一つの要因として考えられるということであります。 

○寳來委員 ありがとうございました。 

○松村会長 ほかに御質問ございますか。 

 ないようでしたら、ちょうど時間もおくれておりますので、最後の次第のその他に移り

ますが、事務局から何かございますか。特にないですか。 

 特にないようですので、以上で本日の環境審議会を終了いたします。なお、きょうの議
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事について御質問、御意見等ございましたら事務局のほうへ御連絡ください。 

 委員の皆様方には御多忙のところ、長時間にわたり当審議会に御協力いただきありがと

うございました。 

 


